












 
府政防第２８４号 

消 防 災 第 ４ ７ 号 

平成 31 年３月７日 

各都道府県消防防災主管部長 殿 

 

 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（調査・企画担当） 

 

消防庁国民保護・防災部防災課長 

  

 

学校における避難確保計画の作成、計画に基づく避難訓練及び避難訓練を通じた防災

教育の支援について（通知） 

 

平素より防災行政の推進にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。 

政府では、平成 30年 7月豪雨を教訓とし、激甚化・頻発化する豪雨災害に対し、避難

対策の強化を検討することを目的に、中央防災会議の下に平成 30 年 7 月豪雨による水

害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループを設置し、平成 30年 12月に「平

成 30 年 7 月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難の在り方について（報告）」(以

下、「報告書」という。）をとりまとめました。 

報告書では、今後の水害・土砂災害からの避難対策への提言として、「自らの命は自ら

が守る」意識の徹底や災害リスクと住民のとるべき避難行動の理解促進が示され、その

中の実施すべき主な取組の一つとして、学校における防災教育と避難訓練の連携の重要

性が指摘されたところです。 

平成 29 年の水防法及び土砂災害防止法の改正により、同法に基づき市町村の地域防

災計画に位置づけられた学校については、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務づ

けられたところであり、学校における警戒避難体制の構築が進められています。 

また、平成 31年度からは市町村の防災訓練の実施に要する経費について、地方交付税

措置を拡充することも予定しており、学校における防災訓練に積極的に取り組んでいた

だきたいと考えています。 

つきましては、学校における避難確保計画の作成、避難訓練及び避難訓練を通じた防

災教育を効果的に実施するため、県・市町村の防災担当部局において、 

・ハザードマップの見方、避難場所や避難経路の選び方、避難勧告等の防災情報の 

意味の教示 

・避難訓練の計画等の助言 

・災害・避難カードの作成支援 

・市町村地域防災計画に要配慮者利用施設として位置づけられた学校についての学校

所管部局への情報提供 
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等について積極的に支援していただきますようお願いします。なお、防災教育の支援

にあたっては、「地域における防災教育の実践に関する手引き」（平成 27年 3月）等も参

考に取り組んでいただくようお願いします。 

なお、本件に関しては、関係各府省庁より地方公共団体の学校所管部局等に対して別

添のとおり通知されておりますので、小学校・中学校等より避難確保計画の作成、避難

訓練及び避難訓練を通じた防災教育について助力を求められた場合は、柔軟に対応する

ようお願いいたします。 

貴殿におかれましては、本通知内容を貴都道府県内の市町村に周知していただきます

ようお願いいたします。 

 （参考） 

○平成 30年 7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告） 

   http://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigai_dosyaworking/pdf/honbun.pdf 

 

○災害・避難カード事例集 

   http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/saigai_jireisyu.html 

 

○地域における防災教育の実践に関する手引き 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/index.html 

【本件担当】 
内閣府 政策統括官(防災担当)付参事官(調査･企画担当)付 

参事官補佐  磯部 良太   
主   査  宮下 妙香   
ＴＥＬ：03-3501-5693（直通） 

 
 消防庁 国民保護・防災部 防災課 

 災害対策官   外囿 暖   
 防災企画係長  和田 紘一  

ＴＥＬ：03-5253-7525（直通） 

http://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigai_dosyaworking/pdf/honbun.pdf
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添 付 物 あ り 

事 務 連 絡 

平成 31 年 3 月 7 日 

 

 

各管区気象台総務部業務課長 殿 

沖縄気象台業務課長 殿 

 

 

気象庁総務部総務課広報室長 

企画課防災企画室長 

情報利用推進課長補佐 

 

 

学校における避難確保計画の作成、計画に基づく避難訓練及び避難訓練を通じ

た防災教育の支援について 

 

 

学校を含む要配慮者利用施設の避難確保計画の作成支援については、平成 29 年 8

月 29 日付け事務連絡「要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集の

公表について」で依頼しているところですが、この度、文部科学省総合教育政策局及

び国土交通省水管理・国土保全局から各都道府県・各指定都市教育委員会等に対し、

別添のとおり平成 31 年 3 月 7 日付けで避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の徹

底について通知されました。この中で、避難訓練の実施に際しては、併せて防災教育

を実施するよう依頼されています。 

気象庁では、防災教育の充実についてこれまでも文部科学省等と連携して全庁的に

取り組んできているところですが、各管区・沖縄気象台等においては、引き続き、教

育委員会、学校、地方整備局、都道府県及び市町村の防災担当部局等と連携・協力し、

小学校・中学校等より避難確保計画の作成、避難訓練について助力を求められた場合

は柔軟に対応するとともに、別紙のとおり防災教育の充実に向けた取組の強化をお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

写し文書送付先：総務部人事課、予報部業務課、観測部計画課、地震火山部管理課、 

地球環境・海洋部地球環境業務課、 

気象研究所、気象大学校、気象衛星センター 

  

気象庁総務部企画課防災企画室 

 担当：羽田、小寺 

問合せ先：03-3212-8341（内線 2361, 2362） 

jhada@met.kishou.go.jp 



 

 

（別紙）水害・土砂災害に関する防災教育の充実に向けた取組 

 

１． 取組方針 

① 小学校・中学校等が行う避難訓練や防災授業の機会を捉え、出前講座や訓練協力

など積極的な防災教育を推進すること。 

 

② 教育委員会や市町村の防災担当部局、地方整備局等の関係機関と連携し、効果的

かつ効率的に取り組むこと。また、この取組を契機に各機関との関係構築をさら

に進めること。 

 

③ 各学校における年間指導計画の策定スケジュール等、学校教育現場の実情を理解

して取り組むこと。 

 

 

２． 具体的な取組内容 

① 学校での出前授業・気象庁大雨ワークショップの実施 

 

② 教育委員会主催の教員研修会等の機会を利用するなど、学校の教職員への普及啓

発 

 

③ 日本赤十字社の青少年赤十字活動との連携による防災授業の実施 

 

など 
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事 務 連 絡 

平成 31 年３月 ７日 

 

北海道開発局 事業振興部 防災課長補佐   殿 

       建設部 河川情報管理官    殿 

地域事業管理官    殿 

各地方整備局 企画部 防災課長       殿 

       河川部 地域河川課長     殿 

水災害予報センター長 殿 

沖縄総合事務局 開発建設部 防災課長    殿 

河川課長    殿 

 

水管理・国土保全局                

河川環境課         企画専門官 

         河川環境課水防企画室     課長補佐 

防災課            課長補佐 

砂防部 砂防計画課地震・火山砂防室 企画専門官 

課長補佐 

 

学校における避難確保計画の作成、計画に基づく避難訓練及び 

避難訓練を通じた防災教育の支援について（通知） 

 

平成 29年の水防法及び土砂災害防止法の改正により、市町村の地域防災計画に位置づけられ

た学校については、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務づけられることとなりました。ま

た、「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について ～複合的な災害にも多様な主体

で備える緊急対策～ 答申（平成 30年 12月 社会資本整備審議会 河川分科会 大規模広域豪雨

を踏まえた水災害対策検討小委員会）」及び「平成 30年 7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害から

の避難の在り方について（報告）（平成 30年 12月 中央防災会議 防災対策実行会議 平成 30年

7 月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ）」において、小学校・

中学校等における防災教育や避難訓練の重要性が改めて指摘されたところです。 

学校における避難確保計画の作成、同計画に基づく訓練の実施及び防災教育の実施について

は、大規模氾濫減災協議会（以下、「協議会」という。）等において支援していただいているとこ

ろですが、取組を確実に推進するため、別添のとおり、自治体の学校所管部局に対して文部科学

省との連名通知「水防法又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律に基づく避難確保計画の作成及び訓練の実施について（通知）」を発出しました。 

つきましては、学校や自治体の学校所管部局からの相談や説明会等への講師派遣依頼に対し

て積極的に対応するなど、学校における避難確保計画の作成等が促進されるよう支援していた

だきますようお願いします。また、学校における避難訓練を通じた防災教育の実施にあたっても、

「水災害からの避難訓練ガイドブック」（平成 30年 6月）等を活用し、教育委員会・学校等の意

向や実情を十分に踏まえながら積極的に支援していただきますようお願いします。さらに、先進



 

 

的な事例については、協議会等の場を活用し共有を図るなど、取組の充実に向けて努めていただ

きますようお願いします。 

 

（参考） 

 ○大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について ～複合的な災害にも多様な主体

で備える緊急対策～ 答申 

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/d

aikibokouikigouu/pdf/daikibokouikigouu_toushin_honbun.pdf 

 

 ○平成 30年 7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難の在り方について（報告） 

 http://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigai_dosyaworking/pdf/honbun.pdf 

 

○水災害からの避難訓練ガイドブック 

  http://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/pdf/guidebook.pdf 

 

 

 
担当：水管理・国土保全局 

（避難確保計画の作成及び訓練等に関すること） 

    河川環境課水防企画室 課長補佐 相澤、津波水防係長 西 

     電話：03-5253-8460（内 35439、35457） FAX：03-5253-1603 

    砂防計画課地震・火山砂防室 企画専門官 松下、地震対策係長 辻 

     電話：03-5253-8468（内 36152、36154） FAX：03-5253-1610 

  （防災教育に関すること） 

    防災課 課長補佐 伊藤、災害復旧企画調整係長 相原 

     電話：03-5253-8457（内 35722、35729） FAX：03-5253-1607 

    河川環境課 企画専門官 桝井、河川環境教育係長 吉村 

     電話：03-5253-8447（内 35432、35433） FAX：03-5253-1603 

    砂防計画課地震・火山砂防室 課長補佐 丹羽、砂防情報係長 沼尾 

電話：03-5253-8468（内 36153、36155） FAX：03-5253-1610 


